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特
　
　
集

お
し
ら
せ

催
し
・
募
集

情
報
フ
ァ
イ
ル

対�

象　

市
内
在
住
で
次
の
項
目
に
該
当
す

る
方

　

①	

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
高
等
学
校

に
在
学
し
て
い
る
方

　

②	

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
、

そ
の
他
の
団
体
か
ら
奨
学
金
を
受
け

て
い
な
い
方

　

③	

経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
困
難
な
方

（
本
人
の
属
す
る
世
帯
で
、
平
成
27

年
11
月
１
日
以
降
倒
産
な
ど
に
よ
り

非
自
発
的
に
離
職
、
ま
た
は
自
営
業

者
で
売
上
減
と
な
っ
た
世
帯
の
方
を

情報
ファイル

Information
File教

育

含
む
。）

支
給
額　

月
額
８
，０
０
０
円

支	

給
期
間　

当
該
高
等
学
校
の
正
規
の
修

業
期
間
を
修
了
す
る
ま
で

申	

請
手
続　

奨
学
金
の
支
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
方
は
、
次
の
書
類
を
教
育
委
員

会
学
校
経
営
グ
ル
ー
プ
へ
提
出

　

①
高
浜
市
奨
学
金
支
給
申
請
書

　

②
在
学
す
る
学
校
の
校
長
の
推
薦
書

　

③
家
庭
状
況
調
査
書

　

④
在
学
証
明
書

※	

①
②
③
の
用
紙
は
、
学
校
経
営
グ
ル
ー

プ（
市
役
所
３
階
）に
あ
り
ま
す
。

※
申
請
は
、毎
年
必
要

申
込
期
限　

６
月
30
日
㈭

申
込・問
合
せ
先

　

□市
学
校
経
営
グ
ル
ー
プ

　

☎
５
２‒
１
１
１
１（
内
線
311
）

　　

県
教
育
委
員
会
で
は
、
子
育
て
で
気
に

な
る
こ
と
の
あ
る
方
、
子
ど
も
に
障
が
い

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
、
子
ど
も
の
就
学

に
つ
い
て
相
談
し
た
い
方
な
ど
に
、
早
期

教
育
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

　

子
育
て
や
子
ど
も
の
障
が
い
、
就
学
や

特
別
支
援
教
育
な
ど
に
つ
い
て
、
よ
り
正

し
く
理
解
す
る
場
と
し
て
、
気
軽
に
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
す
が
、
予
約
が
必
要
で

す
。

高
浜
市
奨
学
生
募
集

早
期
教
育
相
談
の
お
知
ら
せ

と
き　

７
月
29
日
㈮

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ　

西
三
河
総
合
庁
舎　

対	

象　

乳
幼
児（
０
歳
以
上
）か
ら
、
平
成

29
年
度
に
新
１
年
生
に
入
学
す
る
子
ど

も（
６
歳
ま
で
）と
そ
の
保
護
者

申	

込
方
法　

７
月
１
日
㈮
ま
で
に
学
校
経

営
グ
ル
ー
プ
へ
申
込

※	

相
談
日
以
外
に
も
必
要
に
応
じ
て
個
別

相
談
を
特
別
支
援
学
校
、
児
童
相
談
セ

ン
タ
ー
な
ど
で
実
施

申
込・問
合
せ
先　

　

□市
学
校
経
営
グ
ル
ー
プ

　

☎
５
２‒

１
１
１
１（
内
線
331
）

◆「
危
険
物 

決
め
ろ
無
事
故
の　
ス
ト
ラ

イ
ク
」

　

危
険
物
と
は
消
防
法
で
定
め
ら
れ
て
い

る
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
危
険
性
が
あ
る

物
品
を
い
い
ま
す
。

・
火
災
発
生
の
危
険
性
が
大
き
い

・
火
災
拡
大
の
危
険
性
が
大
き
い

・
火
災
に
な
る
と
消
火
が
困
難

　

私
た
ち
の
身
近
な
も
の
で
は
ガ
ソ
リ

ン
・
灯
油
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
危
険
物
は
正
し
く
保
管
し
、

安
全
に
扱
え
ば
大
変
便
利
な
も
の
で
す
が
、

そ
の
取
扱
い
を
誤
れ
ば
火
災
を
引
き
お
こ

す
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
期
間
中
に
、
事
業
所
や
ご
家
庭
で

危
険
物
の
保
管
場
所
や
貯
蔵
容
器
、
取
扱

方
法
に
つ
い
て
も
今
一
度
確
認
し
て
、
事

故
の
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
保
管
上
の
注
意

・	

保
管
場
所
は
直
射
日
光
を
避
け
、
高
温

に
な
る
場
所
、
火
気
を
使
う
場
所
に
は

置
か
な
い
こ
と
。

・
必
要
以
上
の
量
を
保
有
し
な
い
こ
と
。

・	

容
器
に
入
れ
た
危
険
物
が
地
震
で
転
倒
、

落
下
し
な
い
よ
う
に
事
前
対
策
を
し
て

お
く
こ
と
。

・	

ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
危
険
物
は
火
気
の
近

く
で
は
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
。

・	

ガ
ソ
リ
ン
を
入
れ
る
容
器
は
専
用
の
携

行
缶
を
使
用
し
て
灯
油
用
ポ
リ
容
器
に

は
入
れ
な
い
こ
と
。

問�

合
せ
先　

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局

予
防
課
危
険
物
係

　

☎
６
３‒

０
１
３
７

６
月
５
日
㈰
～
11
日
㈯

危
険
物
安
全
週
間

消

防


